
  基本方針  

 

 近年の少子・高齢化や都市化・核家族化の進行により、家族機能の低下や地域コミュ

ニティの崩壊が進みつつあり、虐待・孤立死・引きこもり・子育て丌安等様々な問題が

生じております。無縁社会という言葉が流行語になるなど、国民の福祉ニーズはますま

す、増大し、かつ複雑・多様化しています。 

 しかしながら、わが国の経済状況は依然として低迷し、国や地方公共団体は大幅な税

収減に見舞われる等、福祉を取り巻く社会経済情勢は非常に厳しい状況にあります。 

 このような中、誰もが住み慣れた地域でこころ豊かに安心して暮らすことのできる社

会の実現のためには、地域福祉の担い手である社会福祉協議会への期待と役割は、 

ますます大きくなっていくものと思われます。 

 早良区社会福祉協議会では「住民一人ひとりの参加による、共に支え合い助け合う、

福祉のまちづくりの推進」を基本理念として、校区社会福祉協議会との連携・協力また

は支援に努め、地域福祉のさらなる推進のため、以下の項目を重点項目として事業に取

り組みます。 

 

１．校区社会福祉協議会活動の支援 

 校区社会福祉協議会では、見守り・声かけなどの「ふれあいネットワーク」や

閉じこもりをなくすための「ふれあいサロン」「子育てサロン」などの地域福祉

活動に取り組まれていますが、この活動をさらに活性化していくため、研修や講

座の開催、運営費助成、情報提供等を通じて支援していきます。               

                                                

２．ボランティアの育成支援 

 地域福祉活動の推進のためには、ボランティアの積極的参加が丌可欠であり、

そのため広報活動や養成講座等を通じて、ボランティアの育成支援に努めていき

ます。 

 

３．子育て支援の充実強化 

 「ファミリー・サポート・センター事業」のＰＲに努めるとともに、より地域

に密着したミニ交流会の開催等を通じて、地域で安心して子育てができる環境づ

くりを支援していきます。また、子育て中の方々の心身のリフレッシュや丌安の

軽減を図るため、「子育てリフレッシュ事業」を実施します。 

 

４．広報・啓発事業の推進 

 区民の社会福祉についての理解と関心を高め、福祉活動やボランティア活動へ

の参加を促すとともに、社会福祉協議会の活動に丌可欠な賛助会費等の自主財源

を確保するため、広報・啓発活動を推進していきます。 

 以上の４項目のほか、種々の事業をおこなうことにより、福祉のまちづくりを推進して

いきます。



   実施事業項目別内容  

 

（）は前年度当初予算額 

１. 法人の運営（法人運営事業経理区分）              ８,９９７千円（９,２３９千円） 

 会務及び事務処理等の効率化、円滑化等を図ります。 

 また、住民参加による地域福祉・在宅福祉活動を推進します。 

 

Ⅰ）法人の運営                                      ６,２６９千円（６,３８６千円） 

 

（１）理事会・評議員会の開催 

  会務の方針や事業計画等の重要事項を決定するため、理事会・評議員会を開催し

ます。 また、会務の適正な執行を確保するため、監事監査を実施します。 

 

（２）地域福祉部会の開催        

  校区社協との連携を強化し、校区社協活動を支援するため、全体またはブロック

別での校区社協会長会議を開催します。  

 

（３）財政基盤の強化 

 校区社協と連携し、個人や団体に対して地域福祉への理解のＰＲに努め、賛助会

員の加入促進を図るとともに、香典返し等、善意の寄付金の受入れに努力し、自主

財源の確保に努めます。 

 

（４）校区保健福祉事業懇談会の開催（早良区保健福祉センターと共催） 

 区社協ならびに区保健福祉センターが、地域住民と共働で健康なまちづくりを進

めるため、校区社協等の地域団体と情報や意見の交換を行います。 

 

 

Ⅱ）地域の福祉活動の推進 

 

（１）広報紙発行事業                                 １,１００千円（１,３５１千円） 

 地域住民への「福祉のまちづくり」に対する理解と認識を高めるとともに、福祉

活動参加へのきっかけ作りとなるよう広報啓発事業をおこないます。 

 また、視覚障がい者向けに音訳テープ版を作成します。 

○「ふくしドームさわら」「ボランティアセンターだより」を年３回同時発行 

 

（２）在宅介護者への支援                             １７６千円（１８４千円） 

 家庭で高齢者や障がい者を介護している方を対象に、日頃の悩み等の相談や仲間作



りを進め、心身のリフレッシュを図るため交流会を実施します。 

（３）地域ふれあい交流事業の実施                  ２８４千円（２８４千円） 

 地域において、ふれあい活動を行っているボランティアが互いに情報交換をし、

活動の活性化を図るため交流会を実施します。 

 

（４）ふくし体験広場事業                   ３８２千円（２９７千円） 

 市民に福祉について関心を持ってもらうため、市民が参加・体験できるイベント

を実施し、福祉意識の高揚、社協活動の啓発等を図ります。 

○ふくし体験広場‘さわら’の実施 

○校区におけるふくし体験広場の支援 

 

（５）地域保健福祉活動の推進              ５３７千円（５３７千円） 

 地域福祉の向上を図るため、校区担当職員による校区社協活動の支援をおこない

ます。 

 

（６）ファミリー・サポート・センター事業               ２０千円（５５千円） 

 会員同士が有償で子どもを預けたり預かったりすることにより、地域の中での育

児相互支援を推進するためファミリー･サポート･センター事業をおこないます。 

また、早良区独自の広報紙の発行や子育てサロン等への出前講座を実施します。 

 

（７）子育てリフレッシュ事業                      １２０千円（１２０千円） 

 子育て中の家庭を対象に、心身のリフレッシュを図るとともに、日頃の悩みや体

験についての意見交換や交流を図るための講座や交流会を開催します。 

 

（８）日常生活自立支援事業                １０９千円（２５千円） 

 認知症や知的・精神障がいなどで金銭管理が丌安な方と契約を締結し、福祉サー

ビスの利用援助や日常的な金銭管理をおこなう事業を市社協と連携して実施しま

す。 

 また、地域住民に対し本事業を PR するため、講座等を実施します。 

 

（９）ずーっとあんしん安らか事業（旧・高齢者賃貸住宅入居支援事業） 

 身元引受人がいない等の理由により入居が困難な高齢者が円滑に賃貸住宅に入

居できるよう、また既に居住している人が継続して安心して在宅生活が送れるよ

う、定期的な見守りや預託金による住居退去時サービスを市社協と連携して実施

します。 

（10）車いす等の貸出  

 一時的に車いすが必要な方を対象に、２週間を限度に無料で車いすを貸し出し

ます（第６いきいきセンターふくおか（地域包括支援センター）(入部)でも実施）。  



２. 住民参加による地域福祉活動の推進（校区社協活動推進事業経理区分） 

１９,９３１千円（１９,８２６千円） 

 住み慣れた地域で健やかに安心して生活できるよう､校区社協等が実施する住民

主体の地域福祉活動事業を共働して推進します。 

 

（１）校区社協の支援                               ８,２３８千円（８,２９１千円） 

 校区社協の運営費や、校区社協が実施する｢学び合う活動｣｢ふれあう活動｣等の福

祉事業に対し助成を行います。 

 

（２）ふれあいネットワーク事業                    ２,１３８千円（２,１８６千円） 

 地域で孤立しがちな独居高齢者や高齢者夫婦、障がい者、子育て世帯等を対象に、

校区のボランティアが見守りや訪問活動をおこない、日常生活を支援していく「ふ

れあいネットワーク活動」を支援・推進します。 

 

（３）ふれあいサロン事業             ３,０１５千円（３,０６６千円） 

 校区のボランティアが、一人暮らしや高齢者夫婦世帯、障がい者等と定期的に公

民館や集会所等につどい、交流する「ふれあいサロン活動」を推進・支援します。 

 

（４）ふれあいランチ事業                               ６２５千円（６７０千円） 

 校区のボランティアが、一人暮しの高齢者や障がい者等に週２回弁当を宅配し、

食を支えるとともに、見守りや交流を図る「ふれあいランチ活動」を支援します。 

 

（５）校区広報紙発行事業の推進                       ９５０千円（９６０千円） 

  校区社協が地域住民に福祉やボランティアに関する情報を提供する「広報紙（社

協だより）」の発行事業を推進・支援します。 

                                                                     

（６）校区社協交流研修事業（旧・地域こども育成支援事業）４８０千円 （５５５千円） 

 校区社協が実施する、校区での子育て支援や子育てリフレッシュ、また、在宅介

護者のつどい、障がい者との交流学習等の校区社協での強化事業に対し助成を行い

ます。 

 

（７）校区社協研修バス助成事業                    １,２００千円（１,２００千円） 

 校区社協が、地域住民の福祉への関心や知識を高め目的で研修会を実施する場

合、バス代等の経費の一部を助成します。 

 

 

 

 



（８）校区活動助成事業                            ２,７３６千円（２,４１５千円） 

  校区社協が実施する福祉事業を支援するため、前年度の当該校区賛助会費実績額

の５０％を助成します。 

 

（９）校区社協活動活性化事業                          ５４９千円（４８３千円） 

  校区社協活動の地域住民へのＰＲを図るため、前年度の当該校区賛助会費実績額

の１０％を助成します。 

 

 

３. ボランティア活動・福祉教育の推進（ボランティアセンター活動事業経理区分） 

４７２千円（５９９千円） 

 市ボランティアセンターと連携して、ボランティア活動に関する相談やボランテ

ィアの育成、ボランティアの提供を行い、ボランティア活動を推進します。 

 

（１）地域ボランティア講座事業                         １８９千円（２７４千円） 

 校区でボランティア講座を実施し、ふれあいサロン、ふれあいネットワークを担

う地域ボランティアを育成します。 

 また、ボランティア活動に関心のある区民に向けに入門講座等を開催します。 

 

（２）夏休みボランティア体験事業                            ５５千円（５５千円） 

 福祉施設等における利用者との交流を通じて、思いやりの心を育むとともに、福

祉についての理解と関心を深めるため、中高生等を対象に体験事業を実施します。 

 

（３）地域福祉活動リーダー研修会事業                   １９１千円（２３０千円） 

 ふれあい事業等のリーダーやボランティアに対する研修会を開催します。 

○校区社協広報紙研修会 

○ふれあいネットワーク ボランティア研修会 

○ふれあいサロン ボランティア研修会 

 

 （４）ボランティア交流事業                                ３７千円（４０千円） 

 ボランティアセンターに登録したボランティアの交流、情報交換、活動相談等、

ボランティア同士による情報の交換の場を設け、資質の向上を図ります。 

○ボランティア交流の日 月１回（毎月８日） 

 

 （５）出前ボランティア講座                                 

 小・中学校や校区社協等の協力も得ながら、校区でのボランティア講座（車いす、

アイマスク体験等）を実施します。 

 



（６）ボランティアセンターの運営 

 ボランティア活動を希望する人への活動先等の紹介、ボランティアの援助を求め

ている人への対応等、コーディネイトの円滑化を図るため、ボランティアセンター

を運営します。 

○ボランティアの登録・調整・紹介等のボランティア活動相談 

○ボランティア活動情報の提供・相談 

○ボランティア活動保険等受付 

 

 

 

４. 生活福祉資金貸付事業の実施（生活福祉資金貸付事業経理区分）   ３４８千円（２７４千円） 

低所得者等の自立更生のための貸付事業を市社協と連携して実施します。 

○総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、丌動産担保型生活資金の 

 貸付相談、受付 

○生活保護世帯等一時貸付 

 

 

 

５. その他関連事業の実施  

（１）福祉バス申込受付  

          （２）共同募金の受付、寄付等の受付 


